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中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
七
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
七
（
第
十
条
関
係
）

月

数

金

額

月

数

金

額

四
二
月
以
下
の
月
数

一
、
〇
〇
〇
円
に
月
数
を
乗
じ

四
二
月
以
下
の
月
数

一
、
〇
〇
〇
円
に
月
数
を
乗
じ

て
得
た
金
額

て
得
た
金
額

四
三
月
か
ら
四
六
月
ま
で

一
、
〇
一
〇
円
を
前
月
金
額
に

四
三
月
及
び
四
四
月

一
、
〇
一
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

四
七
月
か
ら
五
四
月
ま
で

一
、
〇
二
〇
円
を
前
月
金
額
に

四
五
月
か
ら
四
八
月
ま
で

一
、
〇
二
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

五
五
月
か
ら
六
四
月
ま
で

一
、
〇
三
〇
円
を
前
月
金
額
に

四
九
月
か
ら
五
四
月
ま
で

一
、
〇
三
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

六
五
月
か
ら
七
六
月
ま
で

一
、
〇
四
〇
円
を
前
月
金
額
に

五
五
月
か
ら
六
一
月
ま
で

一
、
〇
四
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

七
七
月
か
ら
八
八
月
ま
で

一
、
〇
五
〇
円
を
前
月
金
額
に

六
二
月
か
ら
六
九
月
ま
で

一
、
〇
五
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

八
九
月
か
ら
九
六
月
ま
で

一
、
〇
六
〇
円
を
前
月
金
額
に

七
〇
月
か
ら
七
八
月
ま
で

一
、
〇
六
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

九
七
月
か
ら
一
〇
四
月
ま
で

一
、
〇
七
〇
円
を
前
月
金
額
に

七
九
月
か
ら
八
七
月
ま
で

一
、
〇
七
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

一
〇
五
月
か
ら
一
一
二
月
ま
で

一
、
〇
八
〇
円
を
前
月
金
額
に

八
八
月
か
ら
九
七
月
ま
で

一
、
〇
八
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

一
一
三
月
か
ら
一
二
〇
月
ま
で

一
、
〇
九
〇
円
を
前
月
金
額
に

九
八
月
か
ら
一
〇
九
月
ま
で

一
、
〇
九
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

一
二
一
月
か
ら
一
二
八
月
ま
で

一
、
一
〇
〇
円
を
前
月
金
額
に

一
一
〇
月
か
ら
一
二
一
月
ま
で

一
、
一
〇
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

一
二
九
月
か
ら
一
三
六
月
ま
で

一
、
一
一
〇
円
を
前
月
金
額
に

一
二
二
月
か
ら
一
三
三
月
ま
で

一
、
一
一
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額
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一
三
七
月
か
ら
一
四
四
月
ま
で

一
、
一
二
〇
円
を
前
月
金
額
に

一
三
四
月
か
ら
一
四
五
月
ま
で

一
、
一
二
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

一
四
五
月
か
ら
一
五
二
月
ま
で

一
、
一
三
〇
円
を
前
月
金
額
に

一
四
六
月
か
ら
一
五
七
月
ま
で

一
、
一
三
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

一
五
三
月
か
ら
一
六
〇
月
ま
で

一
、
一
四
〇
円
を
前
月
金
額
に

一
五
八
月
か
ら
一
六
九
月
ま
で

一
、
一
四
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

一
六
一
月
か
ら
一
九
〇
月
ま
で

一
、
一
五
〇
円
を
前
月
金
額
に

一
七
〇
月
か
ら
一
七
八
月
ま
で

一
、
一
五
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

一
九
一
月
か
ら
一
九
五
月
ま
で

一
、
一
四
〇
円
を
前
月
金
額
に

一
七
九
月
か
ら
一
九
〇
月
ま
で

一
、
一
六
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

一
九
六
月
か
ら
二
〇
五
月
ま
で

一
、
一
五
〇
円
を
前
月
金
額
に

一
九
一
月

二
〇
五
、
六
三
〇
円

加
算
し
た
金
額

一
九
二
月
か
ら
二
〇
一
月
ま
で

一
、
一
六
〇
円
を
前
月
金
額
に

二
〇
六
月
か
ら
二
四
〇
月
ま
で

一
、
一
六
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

二
〇
二
月
か
ら
二
一
一
月
ま
で

一
、
一
七
〇
円
を
前
月
金
額
に

二
四
一
月
か
ら
二
九
〇
月
ま
で

一
、
一
七
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

二
一
二
月
か
ら
二
二
一
月
ま
で

一
、
一
八
〇
円
を
前
月
金
額
に

二
九
一
月
か
ら
二
九
五
月
ま
で

一
、
一
六
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

二
二
二
月
か
ら
二
三
二
月
ま
で

一
、
一
九
〇
円
を
前
月
金
額
に

二
九
六
月
か
ら
三
〇
〇
月
ま
で

一
、
一
七
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

二
三
三
月
か
ら
二
四
三
月
ま
で

一
、
二
〇
〇
円
を
前
月
金
額
に

三
〇
一
月
か
ら
三
四
八
月
ま
で

一
、
一
八
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

二
四
四
月
か
ら
二
五
四
月
ま
で

一
、
二
一
〇
円
を
前
月
金
額
に

三
四
九
月
か
ら
三
九
六
月
ま
で

一
、
一
九
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

二
五
五
月
か
ら
二
九
〇
月
ま
で

一
、
二
二
〇
円
を
前
月
金
額
に

三
九
七
月
か
ら
四
四
四
月
ま
で

一
、
二
〇
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

二
九
一
月
及
び
二
九
二
月

一
、
二
一
〇
円
を
前
月
金
額
に

四
四
五
月
か
ら
四
九
二
月
ま
で

一
、
二
一
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

二
九
三
月
か
ら
三
一
〇
月
ま
で

一
、
二
二
〇
円
を
前
月
金
額
に

四
九
三
月
か
ら
五
四
〇
月
ま
で

一
、
二
二
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

加
算
し
た
金
額

三
一
一
月
か
ら
三
四
〇
月
ま
で

一
、
二
三
〇
円
を
前
月
金
額
に

五
四
一
月
以
上
の
月
数

当
該
月
数
か
ら
四
八
減
じ
た
月

加
算
し
た
金
額

数
に
お
け
る
増
加
額
に
一
〇
円

三
四
一
月
か
ら
四
六
五
月
ま
で

一
、
二
四
〇
円
を
前
月
金
額
に
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を
加
算
し
た
金
額
を
前
月
金
額

加
算
し
た
金
額

に
加
算
し
た
金
額

四
六
六
月
か
ら
五
四
〇
月
ま
で

一
、
二
五
〇
円
を
前
月
金
額
に

加
算
し
た
金
額

五
四
一
月
以
上
の
月
数

当
該
月
数
か
ら
一
二
減
じ
た
月

数
に
お
け
る
増
加
額
に
一
〇
円

を
加
算
し
た
金
額
を
前
月
金
額

に
加
算
し
た
金
額

別
表
第
十
（
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
十
（
第
十
二
条
関
係
）

金

額

月

数

金

額

月

数

一
、
〇
〇
〇
円

一
月

一
、
〇
〇
〇
円

一
月

二
、
〇
〇
〇
円

二
月

二
、
〇
〇
〇
円

二
月

三
、
〇
〇
〇
円

三
月

三
、
〇
〇
〇
円

三
月

四
、
〇
〇
〇
円

四
月

四
、
〇
〇
〇
円

四
月

五
、
〇
〇
〇
円

五
月

五
、
〇
一
〇
円

五
月

六
、
〇
一
〇
円

六
月

六
、
〇
一
〇
円

六
月

七
、
〇
一
〇
円

七
月

七
、
〇
一
〇
円

七
月

八
、
〇
一
〇
円

八
月

八
、
〇
二
〇
円

八
月

九
、
〇
一
〇
円

九
月

九
、
〇
二
〇
円

九
月

一
〇
、
〇
二
〇
円

一
〇
月

一
〇
、
〇
三
〇
円

一
〇
月

一
一
、
〇
二
〇
円

一
一
月

一
一
、
〇
三
〇
円

一
一
月

一
二
、
〇
三
〇
円

一
二
月

一
二
、
〇
四
〇
円

一
二
月

一
三
、
〇
三
〇
円

一
三
月

一
三
、
〇
五
〇
円

一
三
月

一
四
、
〇
四
〇
円

一
四
月

一
四
、
〇
五
〇
円

一
四
月

一
五
、
〇
四
〇
円

一
五
月

一
五
、
〇
六
〇
円

一
五
月

一
六
、
〇
五
〇
円

一
六
月

一
六
、
〇
七
〇
円

一
六
月

一
七
、
〇
六
〇
円

一
七
月

一
七
、
〇
八
〇
円

一
七
月

一
八
、
〇
六
〇
円

一
八
月

一
八
、
〇
九
〇
円

一
八
月

一
九
、
〇
七
〇
円

一
九
月

一
九
、
一
〇
〇
円

一
九
月

二
〇
、
〇
八
〇
円

二
〇
月

二
〇
、
一
一
〇
円

二
〇
月

二
一
、
〇
九
〇
円

二
一
月

二
一
、
一
二
〇
円

二
一
月

二
二
、
一
〇
〇
円

二
二
月

二
二
、
一
三
〇
円

二
二
月
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二
三
、
一
一
〇
円

二
三
月

二
三
、
一
五
〇
円

二
三
月

二
四
、
一
二
〇
円

二
四
月

二
四
、
一
六
〇
円

二
四
月

二
五
、
一
三
〇
円

二
五
月

二
五
、
一
八
〇
円

二
五
月

二
六
、
一
四
〇
円

二
六
月

二
六
、
一
九
〇
円

二
六
月

二
七
、
一
五
〇
円

二
七
月

二
七
、
二
一
〇
円

二
七
月

二
八
、
一
六
〇
円

二
八
月

二
八
、
二
二
〇
円

二
八
月

二
九
、
一
七
〇
円

二
九
月

二
九
、
二
四
〇
円

二
九
月

三
〇
、
一
八
〇
円

三
〇
月

三
〇
、
二
五
〇
円

三
〇
月

三
一
、
一
九
〇
円

三
一
月

三
一
、
二
七
〇
円

三
一
月

三
二
、
二
一
〇
円

三
二
月

三
二
、
二
九
〇
円

三
二
月

三
三
、
二
二
〇
円

三
三
月

三
三
、
三
一
〇
円

三
三
月

三
四
、
二
三
〇
円

三
四
月

三
四
、
三
三
〇
円

三
四
月

三
五
、
二
五
〇
円

三
五
月

三
五
、
三
五
〇
円

三
五
月

三
六
、
二
六
〇
円

三
六
月

三
六
、
三
七
〇
円

三
六
月

三
七
、
二
八
〇
円

三
七
月

三
七
、
三
九
〇
円

三
七
月

三
八
、
二
九
〇
円

三
八
月

三
八
、
四
一
〇
円

三
八
月

三
九
、
三
一
〇
円

三
九
月

三
九
、
四
三
〇
円

三
九
月

四
〇
、
三
三
〇
円

四
〇
月

四
〇
、
四
六
〇
円

四
〇
月

四
一
、
三
四
〇
円

四
一
月

四
一
、
四
八
〇
円

四
一
月

四
二
、
三
六
〇
円

四
二
月

四
二
、
五
〇
〇
円

四
二
月

四
三
、
三
八
〇
円

四
三
月

四
三
、
五
三
〇
円

四
三
月

四
四
、
四
〇
〇
円

四
四
月

四
四
、
五
五
〇
円

四
四
月

四
五
、
四
一
〇
円

四
五
月

四
五
、
五
八
〇
円

四
五
月

四
六
、
四
三
〇
円

四
六
月

四
六
、
六
一
〇
円

四
六
月

四
七
、
四
五
〇
円

四
七
月

四
七
、
六
三
〇
円

四
七
月

四
八
、
四
七
〇
円

四
八
月

四
八
、
六
六
〇
円

四
八
月

四
九
、
四
九
〇
円

四
九
月

四
九
、
六
九
〇
円

四
九
月

五
〇
、
五
一
〇
円

五
〇
月

五
〇
、
七
二
〇
円

五
〇
月

五
一
、
五
三
〇
円

五
一
月

五
一
、
七
五
〇
円

五
一
月

五
二
、
五
六
〇
円

五
二
月

五
二
、
七
八
〇
円

五
二
月

五
三
、
五
八
〇
円

五
三
月

五
三
、
八
一
〇
円

五
三
月

五
四
、
六
〇
〇
円

五
四
月

五
四
、
八
四
〇
円

五
四
月
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五
五
、
六
二
〇
円

五
五
月

五
五
、
八
七
〇
円

五
五
月

五
六
、
六
五
〇
円

五
六
月

五
六
、
九
〇
〇
円

五
六
月

五
七
、
六
七
〇
円

五
七
月

五
七
、
九
四
〇
円

五
七
月

五
八
、
六
九
〇
円

五
八
月

五
八
、
九
七
〇
円

五
八
月

五
九
、
七
二
〇
円

五
九
月

六
〇
、
〇
一
〇
円

五
九
月

六
〇
、
七
四
〇
円

六
〇
月

六
一
、
〇
四
〇
円

六
〇
月

六
一
、
七
七
〇
円

六
一
月

六
二
、
〇
八
〇
円

六
一
月

六
二
、
七
九
〇
円

六
二
月

六
三
、
一
一
〇
円

六
二
月

六
三
、
八
二
〇
円

六
三
月

六
四
、
一
五
〇
円

六
三
月

六
四
、
八
五
〇
円

六
四
月

六
五
、
一
九
〇
円

六
四
月

六
五
、
八
七
〇
円

六
五
月

六
六
、
二
二
〇
円

六
五
月

六
六
、
九
〇
〇
円

六
六
月

六
七
、
二
六
〇
円

六
六
月

六
七
、
九
三
〇
円

六
七
月

六
八
、
三
〇
〇
円

六
七
月

六
八
、
九
六
〇
円

六
八
月

六
九
、
三
四
〇
円

六
八
月

六
九
、
九
八
〇
円

六
九
月

七
〇
、
三
八
〇
円

六
九
月

七
一
、
〇
一
〇
円

七
〇
月

七
一
、
四
二
〇
円

七
〇
月

七
二
、
〇
四
〇
円

七
一
月

七
二
、
四
六
〇
円

七
一
月

七
三
、
〇
七
〇
円

七
二
月

七
三
、
五
一
〇
円

七
二
月


